
 

☆異年齢集団による活動 ☆エコ活動 ☆緑化運動 ☆スポーツ活動 ☆自然体験活動 ☆食育活動 

☆募金活動 ☆慰問・訪問活動 ☆伝統芸能継承活動 ☆地域交流活動 ☆伝統年中行事 

子ども会活動を安心して行うために、共済加入をお忘れなく！！ 

子ども会年会費には共済掛金の他に賠償責任保険料が含まれています。 

活動中に会員本人が負ったケガや病気の他に、誤って第三者にケガを負わせてしまったり、 

物を壊したりしたときも補償を受ける事ができます。忘れずに加入しましょう。

 子ども会年会費 1 人 ２００ 円  （中途加入も同額） 

  ※子ども会活動に参加される全ての方々の加入を推奨しております。単位子ども会ごとに指導者（大人 1 名）の加入は必須となります。 

 

内 

訳 

全国子ども会安全共済掛金 50 円  
70 円 

全国子ども会連合会運営費 20 円 （子ども会賠償責任保険料を含む） 

福島県子ども会会費 

（運営費・安全事業費） 

130 円 

（各種事業、安全教育、交付金、共済会加入・請求手続き、審査、名簿管理費用など） 

〇加入手続きに必要な書類・記入例など、全国子ども会連合会のホームページにご用意しております。 

〇ネットによる加入手続きにつきましては、所属の市町村子連へご確認の上でご活用ください。 

安全共済会補償内容  ※裏面のご案内も必ずご覧ください。 
死亡共済金・・・・・６００万円  後遺障害共済金・・・・・７万円～６００万円 
医療共済金・・・・・健康保険等を適用した医療費総額の 30％（支払限度額５０万円・治療期間は１８０日限度） 
            

賠償責任保険補償内容 
施設所有(管理)者賠償責任保険 

      （借用イベント施設損壊補償特約付帯） 
 受託者賠償責任保険（運送危険補償特約付帯） 

身体障害 1 名につき 1 億円 
免責金額なし 

 
財物賠償 

１事故・保険期間

中につき 
1,000 万円 

免責金額 

3,000 円 1 事故につき 5 億円  

財物損壊 1 事故につき 200 万円 免責金額なし 
     

  
 

 

 令和 8 年度  

全国子ども会安全共済とは…子ども会活動中に会員本人が負ったケガや病気に対して 

死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金が支払われます。 

 

賠償責任保険とは…子ども会活動中の事故により主催者以外の会員や第三者が死傷したり、 

第三者の財物に損害を与えたりもしくは他人から預かった財物に損害を 

与え法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われます。 

 

福島県子ども会育成会連合会 
〒963-8852 福島県郡山市台新 1 丁目 31-10 台新ビル 110 号 

    電話 024-934-4881  ＦＡＸ 024-954-3981 

       http://www.kodomo-kai.or.jp/fukushima/ 

 

全国子ども会連合会 



全国子ども会安全共済会のご案内
―令和8年度―

ご加入の前に必ずお読みください（共済約款ほか抜粋）

１．補償の対象となる「子ども会活動」とは
① 子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者（18歳以上の者に限

る）又は育成会員の管理下にある活動
② 子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活

動
③ 子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参

加して行う活動
④ 子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常

の経路の往復中

２．共済期間
令和8年4月1日0時～令和9年3月31日24時までの一年間
期間の途中から加入の場合は、
加入手続きが完了した日の翌日0時から令和9年3月31日24時まで。

3．共済契約者
① 全国子ども会連合会に加盟する都道府県（指定都市）子連に加盟する

市町村（区）子ども会連合組織の代表者
② 都道府県（指定都市）子連に加盟する市町村（区）子ども会連合組織

がない場合は、都道府県（指定都市）子連に加盟する子ども会連合組
織または単位子ども会の代表者

③ 全国子ども会連合会に加盟していない都道府県については、当該都道
府県の市町村（区）子ども会連合組織の代表者又は単位子ども会の代
表者

④ 全国子ども会連合会および全国子ども会連合会に加盟する都道府県
（指定都市）子連の事務局代表者

４．被共済者
単位子ども会、市区町村等子連、都道府県（指定都市）子連に所属する
者。（0 歳から加入可。加入年齢制限なし。）
4月1日現在3歳以下の者が加入する場合は、保護者、祖父母又は親族
（18歳以上）の加入が必要）

５．共済金額
① 死亡共済金 600万円
② 後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて7万円～600万円
③ 医療共済金

健康保険等を適用した医療費総額の30%。（支払限度額50万円）

６．加入手続き（4月1日加入の場合）（期間の途中から加入も可）
共済契約者は、都道府県（指定都市）子連あてに以下の手続きを完了
すること。

① 令和8年3月31日までにネットで共済契約申込を行う。
② 令和8年4月1日から5月31日までの間に指定の金融機関に共済掛金

を振り込む。
③ 令和8年4月1日から5月31日までの間に加入者名簿、年間行事計画

書を提出する。
④ ネット加入の場合は5/31までにネット入力完了のこと。

７．事故の通知・請求
① 被共済者が、共済金請求の傷害又は疾病を被った場合は、共済金請求

者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以
内に事故発生の状況及び傷害又は疾病の程度を都道府県（指定都市）
子連に通知すること。

② 請求者が共済金請求する場合は、共済金請求権の発生した日から60
日以内に共済金請求時に必要となる書類を提出すること。

８．共済金請求時期(共済金請求権発生時期)
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果と
して次の事態が発生したとき共済金を支払う。

① 死亡共済金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した時
被共済者が子ども会活動中に突然死（上記が適用されない疾病によ
り急死）した時

② 後遺障害共済金
共済約款に定める身体障害の状態（後遺障害）となった時

③ 医療共済金
平常の生活ができる程度になおった時又は事故の発生の日からその
日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ただし、以下の場合は支払対象外
・平常の生活に支障がない程度になおった時以降の期間の医療費
・事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間の
医療費

・共済金の支払い期間中に重複して支払い事由が発生した場合

９．共済金をお支払いしない主な場合および傷害・疾病
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。

ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済
金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小
学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。

④ 被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等。
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
（ア）法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している

間
（イ）麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な

運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
（ウ）自転車に二人乗りしている間（法令で認められる場合を除きま

す。）
⑥ 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ

れらに類似の事変又は暴動
⑧ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑨ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆

発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の

混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射性照射又は放射能汚染
⑫ 喘息・癲癇の持病
⑬ 安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族の同伴がない就

学前３年までの乳幼児に、子ども会活動で発生した事故等
⑭ 被共済者が学校管理下にある間に発生した事故等。ただし、被共済

者が児童・生徒でない場合には、共済金を支払います。
⑮ 医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないことが

医師等により明確に判断される傷害又は疾病
⑯ 被共済者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっ

ても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対して
は、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。

⑰ オスグッド病・野球肘・疲労骨折
⑱ 感染症法に基づく感染症。ただし、感染経路が明確に判明した食中

毒は除く。

公益社団法人

全国子ども会連合会
〒112-0012 東京都文京区大塚6-1-14全国子ども会ビル

TEL 03-5319-1741（代） FAX 03-5319-1744

https://www.kodomo-kai.or.jp

E-mail zenkoren@kodomo-kai.or.jp

本ご案内は、「全国子ども会安全共済会」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載しておりま
すが、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ホームページ上の共済規程をご
確認いただき、詳細及びご不明な点等は本会までお問合せください。

この共済は、被共済者が共済期間中の子ども会活動中に被った傷害又は疾病について、共済約款の規程に従い共済金をお支払いするものです。



会員の皆さまへ 全国子ども会安全共済会

子ども会賠償責任保険の補償内容のご案内
［施設所有（管理）者賠償責任保険・受託者賠償責任保険・子ども会施設賠償責任保険に関する特約・

特約の一部不適用に関する特約（施設所有（管理）者用）・借用イベント施設損壊補償特約・借用イベント施設損壊補償の免責金修正特約・飲食物危険補償特約セット］

この保険は

① 「公益社団法人全国子ども会」が契約者となって保険料を負担し契約しているものであり、主な補償内容をご案内す

るものです。 （会員の皆さま各々に、加入をおすすめしているものではありません）

② この保険は「子ども会活動中」の事故により、主催者（注１）以外の会員や第三者が死傷したり、第三者の財物に損

害を与えたり、もしくは他人から預かった財物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全共済会」に加盟してい

る主催団体（注２）や指導者等（安全共済会加入者に限る）（注３）や放課後子供教室、放課後児童クラブおよびそれ

らに準ずる団体（全国子ども会安全共済会加入団体に限る）が、法律上の損害賠償責任を負担することよって被る

損害を保険金として支払うものです。

(注１) 主催者は、全子連および主催団体の役員、全子連または全子連に加盟した主催団体ごとの子ども会安全共済会名簿に記載された指導者（満18才以上の者に 限ります）、

育成者および仕事を委嘱された者で、主催者業務※を行う者をいいます。

※主催者業務を行う者が主催者となるため、行事ごとに主催者は変わります。

(注2) 主催団体とは都道府県、指定都市、市区町村等の子ども会連合組織および単位子ども会をいいます。

(注3) 指導者等とは全子連または全子連に加盟した主催団体ごとの子ども会安全共済会名簿に記載された指導者（満18才以上の者に限ります）、 育成者および仕事を委嘱された者をいいます。

■この保険は各子ども会行事の主催者側の損害賠償責任を補償するものであり、主催者側でない、ただ行事に参加しているだけの会員の個人の損害賠償責任を補償するものではありません。

■保険期間（ご契約期間）令和８年４月１日午後４時から令和９年４月１日午後４時まで ■保険金額（ご契約金額）お支払い金額は以下のとおりです。

◆施設所有（管理）者賠償責任保険
（借用イベント施設損壊補償特約＋借用イベント施設損壊補償の免責金額修正特約＋飲食物危険補償特約セット）

身体障害
1名につき 1億円 免責金額

なし 財物損壊 １事故につき 200万円
免責金額
なし1事故につき 5億円

借用イベント
施設損壊補償特約

他人から賃借する建物およびその建物と同時に賃借した什（じゅう）器備品の不測かつ突発的な偶然な事故による損
壊について負担する法律上の損害賠償責任を補償します。

飲食物危険補償特約
特別約款により免責となる「飲食物の提供に起因する損害賠償責任」を補償します。ただし、保険期間中に提供し、保
険期間中または保険期間終了後72時間以内に発生した身体障害に限ります。

財物損壊
１事故・

保険期間中
につき

1,000万円
免責金額
3,000円

受託物（レンタル品を含む）を保管施設外において運送している間（積込みもしく
は積卸し作業または積卸し作業後の荷役作業を含みます）の受託物の破損に
起因する損害賠償責任を補償します。外部から賃借したモノ（建物と同時に賃
借したわけでないモノ）について運送中も含めて補償対象になります。

◆受託者賠償責任保険
補償対象例：運動会時に借りたテントを壊した。廃品回収時に借りたリヤカーを壊した。（借用した自動車は補償対象外です）

■お支払いする保険金
・損害賠償金 ・争訟費用 ・権利保全行使費用 ・緊急措置費用 ・協力費用 ・損害防止費用

■保険金をお支払いできない主な場合

① 保険契約者または被保険者の故意による事故の損害賠償責任
② 子ども会活動に参加するまでの往復中の事故の損害賠償責任
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償責任についての特別な約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任

④ 全子連および主催団体役員ならびに指導者等が、自らが主催者として参加する子ども会活動によって被った身体の障害または財物の損壊に
起因する損害賠償責任

⑤ 全子連および主催団体役員ならびに指導者等が、自らが主催者として参加する子ども会活動によって主催者以外の行事参加中の者に負わ

せた財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 全子連および主催団体役員ならびに指導者等の同居の親族が被った財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 子ども会活動に参加している子どもの行為により全子連および主催団体の役員ならびに指導者等が被った身体障害に起因する損害賠償責任

ただし、満１８才未満の者が被った身体の障害に起因する損害を除きます。
⑧ 全子連および主催団体が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 自動車、航空機、昇降機（小荷物専用昇降機は除きます。）、施設外における船・車両の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 など

※この保険は法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いするものです。そのため、法律上の損害賠償責任が発生しない場
合は対象外となります。

（例）スポーツ活動中に競技者同士が起こした事故（正当な競技規則に従って行為していた場合）や闘争行為（喧嘩）により発生した事故は法律上の

損害賠償責任が発生しないため対象外となるのが一般的です。

■過失割合に応じ保険金をお支払いします。またこの保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

■免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいいます。（被保険者の自己負担となります。）

このチラシは概要を説明したものです。詳しくは施設所有（管理）者賠償責任保険および受託者賠償責任保険パンフレット、「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情

報のご説明」、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、ご希望の方は取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱

代理店または引受保険会社にお問合わせください。

■取扱代理店
株式会社 保険代行社
〒141－0031
東京都品川区西五反田３-７-１４ 三信ビル９F
TEL 03-6631-4366 FAX 03-6631-4367

■引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 広域法人開発部 営業課
〒103－8250
東京都中央区日本橋3-5-19
TEL 050-3460-8162 （2025年11月承認）B25-102391


